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●
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー

　

操
作
方
法
な
ど
の
お
問
い
合
わ
せ
の
多
い
質
問
を
同

コ
ー
ナ
ー
内「
よ
く
あ
る
質
問
」に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
く
あ
る
質
問
▼

●
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ（
確
定
申
告
）

　
電
話
で
ご
相
談
し
た
い
場
合
に
は
、
お
近
く
の
税
務
署

に
お
電
話
い
た
だ
き
、
自
動
音
声
案
内
に
従
い『
０
』を
選

択
い
た
だ
く
と
、
確
定
申
告
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

所
得
税
お
よ
び
消
費
税
の
確
定
申
告
、
贈
与
税
に
関
す
る

ご
相
談
に
お
答
え
し
ま
す
。

　
国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
ご
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

お
近
く
の
税
務
署
に
お
電
話
い
た
だ
き
、
自
動
音
声
案
内

に
従
い『
１
』を
選
択
い
た
だ
く
と
、
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
国
税
局
の
職
員
が
お
答
え
し
ま
す
。

【
開
設
期
間
】　
１
月
14
日（
水
）
～
３
月
16
日（
月
）

　
　
　
　
　
　
※
土
日
、
祝
日
を
除
く

【
受
付
時
間
】　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

※�

受
付
時
間
外
は
、
ボ
イ
ス
ボ
ッ
ト
に
よ
り
、
相
談
内
容

に
応
じ
、
携
帯
番
号
宛
て
に
Ｓ
Ｍ
Ｓ
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
案
内
し
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
つ
い
て

　
確
定
申
告
を
提
出
し
た
場
合
は
、「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例

制
度
」の
適
用
除
外
と
な
り
ま
す
。
確
定
申
告
を
す
る
場
合

に
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
金
額
を
寄
附
金
控
除
の
計
算
に

含
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ

　
武
生
税
務
署　
℡
０
７
７
８

－

22

－

０
８
９
０

令
和
７
年
分

所
得
税・
消
費
税・
贈
与
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方
へ

武
生
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

申
告
と
納
税
は
期
限
内
に
！

　
申
告
を
す
る
必
要
の
あ
る
方
が
、
期
限
内
に
申
告
・
納

税
を
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
不
足
す
る
税
金
を
納
め
て
い

た
だ
く
だ
け
で
な
く
、
加
算
税
や
延
滞
税
を
納
め
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〈
申
告
と
納
税
の
期
限
〉

　
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
並
び
に
贈
与
税

�

３
月
16
日（
月
）

　
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

�

３
月
31
日（
火
）

確
定
申
告
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　
税
務
署
で
は
、
来
署
せ
ず
申
告
手
続
が
完
了
す
る「
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ 

申
告
」を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

に
よ
る
自
宅
か
ら
の
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ 

が
便
利
で
す
。

詳
し
く
は
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
▼

申
告
相
談
の
受
付
期
間
と
入
場
整
理
券
に
つ
い
て

【
受
付
期
間
】	

２
月
16
日（
月
）
～
３
月
16
日（
月
）

	

午
前
９
時
～
午
後
４
時

	

※
土
日
、
祝
日
を
除
く

　
申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は
、「
入
場
整
理
券
」が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
国
税
庁
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

　
　
　
　
友
だ
ち
追
加
は
こ
ち
ら
か
ら
▼

※�

当
日
分
の
入
場
整
理
券
は
、
申
告
会
場
で
も
配
付
し
て

い
ま
す
が
、
枚
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

※�

駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
公

共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
告
書
作
成
な
ど
に
あ
た
っ
て
の
お
問
い
合
わ
せ

●
ホ
ー
ム
ー
ペ
ー
ジ

　
所
得
税
等
の
確
定
申
告
で
お
困
り
の
と
き
は
、「
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
▼

●
税
務
相
談
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト（
税
務
職
員
ふ
た
ば
）

　
ご
質
問
内
容
を
自
由
に
入
力
、
ま
た
は
メ
ニ
ュ
ー
を
選
択

し
て
い
た
だ
く
と
Ａ
Ｉ（
人
工
知
能
）が
自
動
で
回
答
し
ま
す
。

税
務
相
談
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト（
税
務
職
員
ふ
た
ば
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
利
用
は
こ
ち
ら
か
ら
▼

●
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー

　
国
税
の
よ
く
あ
る
質
問
に
対
す
る
一
般
的
な
回
答
に
つ

い
て
、
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
や
税
金
の
分
野
別
な
ど
の
方
法

で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。タ

ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
の

　
利
用
は
こ
ち
ら
か
ら
▼

税務職員
ふたば


